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区長、交通指導員

教職員人事異動

村づくりをサポートします

村内の小中学校職員の異動を紹介します

　村づくりをサポートしてくれる、区長と交通指導員の皆さんを紹介します （敬称略）。

○区長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○交通指導員

　４月１日付けで、村内の小中学校では次のとおり異動がありましたので紹介します（敬称略）。

○北小学校
　■着任　横手勝巳（教頭）　今井典子（教諭）　小林由香里（教諭）　髙坂泉（教諭）　田中夕香理（養護教諭）

　■転任　 竹内利文（校長/榛東中）　蜂巣和子（教諭/渋川古巻小）　柏倉宣継（教諭/前橋大室小）　野本由紀（教諭/前橋

元総社小）　石関博之（教諭/榛東中）　春田和代（養護教諭/榛東南小）

○南小学校
　■着任　 松村敏之（校長）　岡本隆夫（教諭）　影森美江（教諭）　林和泉（教諭）　新井朋恵（教諭）　齋藤博之（教諭）　春

田和代（養護教諭）

　■転任　 野村裕子（校長/高崎車郷小）　酒井希芳（教諭/吉岡駒寄小）　佐藤俊岳（教諭/高崎金古南小）　高坂泉（教諭/

榛東北小）　橋爪京子（養護教諭/渋川豊秋小）　福田健二（教諭/退職）

○中学校
　■着任　竹内利文（校長）　綿貫充（教諭）　石関博之（教諭）　古賀幸子（教諭）　前田絵美（栄養士）

　■転任　 島津浩（校長/前橋粕川中）　一倉加寿江（教諭/渋川子持中）　水出雅基（教諭/嬬恋西中）　齋藤博之（教諭/榛

東南小）　福田敬子（栄養専門員/高崎群馬南中）
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■平成22年度区長一覧
区 区長氏名 区 区長氏名 区 区長氏名
1 岩田　勝美 8 斉藤　邦夫 15 金井　文雄
2 浅見　貞男 9 田口　常信 16 廣橋　久男
3 ◎ 森田　陽美 10 ○ 岡部　良男 17 杉田　茂吉
4 小渕　辰雄 11 松本　豊 18 ○ 高橋　三子
5 猪俣　賢一 12 蜂巣　實 19 青山　敏雄
6 渡辺　勝 13 下里　勝也 20 若尾　克巳
7 △ 高橋　浩 14 内海　正勝 21 阿久澤　義雄

（注）◎：会長　○：副会長　△：会計

○消防団役員
■消防団役員一覧

団長 小貫　正
副団長 齋藤　幸弘　　一倉　仁志
ラッパ長 湯浅　健司 副ラッパ長 生方　亨留
1分団長 樋口　久 副分団長 榎本　康治
2分団長 一倉　学 副分団長 石川　直樹
3分団長 宇都　貞行 副分団長 小川　伸一
4分団長 栁田　恒勇 副分団長 岡本　幸夫
本部班長 細谷　新一　　関口　健一

■交通指導員一覧
区 氏名 区 氏名
1 高橋　英明 9 内海　栄邦
2 小林　久行 9 笠原　　篤
3 安藤　幸二 9 小山　　運
4 田村　元信 13 一倉　英樹
4 塩澤　敏則 16 ◎ 石坂　和俊
5 ○ 小谷野俊明 19 青山　孝宏

（注）◎：隊長　　○：副隊長
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村からのお　　せ知ら
榛東村国際交流協会

人間ドック検診費の助成

国際交流協会会員と海外派遣中学生の募集

国民健康保険・長寿医療制度加入者に助成します

○国際交流協会会員募集
　村国際交流協会では、国際交流に関する各種行事・活動にご協力していただく平成22年度会員を募集します。年会費は、

学生会員500円、一般会員1,000円、賛助・法人会員5,000円です。

○国際交流人材育成（中学生の海外派遣）事業
　国際感覚を身につけた次代を担う人材の育成に資するため、平成22年度国際交流人材育成（中学生の海外派遣）事業を

次のとおり実施します。外国に関心があったり、外国でのホームステイを体験してみたいと考えている中学生の皆さん、

ぜひご応募ください。

■派遣先…カナダ　ブリティッシュコロンビア州　バンクーバー

■ 内容…バンクーバーの一般家庭に泊まり、「ホームステイ」を体験し、ホストファミリーや地域の人々と交流し、国際

感覚を身につけます。

■派遣期間…８月14日㈯～８月18日㈬（３泊５日）

■派遣人員…10名

■対象者…榛東村に在住する現在中学２年生または３年生

■申込期限…５月31日㈪

■ 申込方法…派遣申込書に必要事項を記入のうえ、基地・財政課内国際交流協会事務局へ提出してください（申込書は事

務局または榛東中学校にあります）。

■選考方法…派遣申込者に対し、次の選考試験を行います。選考試験の日程および場所は、派遣申込者に通知します。

　○一次試験…作文（日本語）　○二次試験…面接試験

■ 経費…負担金（概算）12万円　※ただし、航空運賃の値上げやその他の事情により、その差額を負担していただくこと

があります。また、渡航手続費用（パスポートなど）、個人的な費用などは、各自の負担となります。

■説明会…派遣決定者に説明会を実施します。また、派遣前研修会を行い、海外派遣全般をサポートします。

■ その他…ホームステイは、ホストファミリー一家族に対して２～３名の生徒がステイします。そのため、安心して参

加することができます。また、日本側のホームステイの受け入れはありません。なお、世界情勢の変化などにより、

派遣決定後であっても中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶会員登録および海外派遣を希望される方は、基地・財政課内国際交流協会事務局（☎54-2211　内線241）へ

　村では、国民健康保険または長寿医療制度加入者の健康の保持増進を図るため、加入者が受診する人間ドック検診費

の一部を助成します。

○対象者
■30歳から74歳の国民健康保険加入者で、助成申請時点において保険税を完納している世帯に属する方

■65歳以上の長寿医療制度加入者で、助成申請時点において保険料を完納している方

○助成額
　20,000円または人間ドックに要した経費のいずれか低い額

○申請方法
　国民健康保険証または後期高齢者医療保険証、人間ドック検診費の領収書と検診結果、印かんおよび預金通帳などの

口座番号が分かるものを持参し、健康・保健課で申請してください。

○その他
■同一年度内に、村が実施する健康づくり検診、特定健診または後期高齢者検診を受診した方は助成の対象外となります。

■ 助成の手続きは、人間ドック検診後、すみやかに（おおよそ３カ月以内）に行ってください。手続きが遅延した場合は、

助成の対象外になることがあります。

▶お問い合わせは、健康・保健課（54-2211　内線141）へ
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村からのお　　せ知ら
国民健康保険税の軽減措置

太陽光発電補助金制度について

４月から離職者の保険税が軽減されます

太陽光発電システムの設置に補助金が交付されます

　４月から、倒産・解雇などによる離職（特定受給資格者）や雇い止めなどによる離職（特定理由離職者）をされた方の国
民健康保険税に軽減措置が設けられました。

○対象者
　離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇などによる離職者）または雇
用保険の特定理由離職者（雇い止めなどによる離職者）として、求職者給付（基本手当など）を受ける方です。

○軽減額
　国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されています。この軽減措置では、前年の給与所得を30/100とみなし
て国民健康保険税を算定します。

○軽減期間
　離職日の翌日から翌年度末までの期間です。雇用保険の求職者給付（基本手当など）を受ける期間とは異なります。

○制度が始まる前の失業について
　制度が始まる前１年以内（平成21年３月31日以降）に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されま
す。ただし、平成21年度の保険税は対象となりませんのでご了承ください。
▶お問い合せは、税務課（☎54-2211　内線161）、または健康・保健課（内線141）へ

　村では、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対して、補助金を交付することで環境への負荷の少ないクリーン
エネルギーの普及促進を図り、地球温暖化防止に寄与します。

○申請期間
■平成22年４月１日㈭～平成23年３月31日㈭
　※ただし、予算に限りがあるため予算額を超える申請があった場合は受付を終了する場合があります。

○補助対象者
■ 村内の自ら居住する住宅に発電システムを設置していること、または村内に自ら居住するため発電システム付き住宅
を購入していること

■補助金を受けようとする者およびその者の属する世帯員全員が、補助金交付申請時に村税などを完納していること
■過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
　※補助金を受けることができる者は、上記に掲げる要件をすべて満たす者とします。
　※国・県の補助金と併用して補助を受けることができます。

○補助対象設備
■住宅への設置に適しているもの
■低圧配電線と逆潮流で連携するもの
■電力会社と太陽光契約を締結するもの
■未使用のもの

○補助金の額
■太陽電池モジュール（太陽光パネル）の公称最大出力１kwあたり５万円（上限４kw、20万円まで）

○申請方法と必要書類
　詳細に関しては、榛東村住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付要綱（住民生活課で配布、または村ホー
ムページからダウンロード可）をご覧下さい。
▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線122）へ
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いきいき地域づくり支援事業

県道高崎渋川線バイパス

実施団体を募集します

橋の名前を募集します

　村では、群馬県市町村振興協会がサマージャンボ宝くじ交付金を活用して実施する「いきいき地域づくり支援事業」を

募集します。これは、村内において地域住民で組織する団体が行う地域づくり事業（ソフト事業）に対して助成金を交付

することで、地域コミュニティの活性化と地域づくりを支援することを目的とした事業です。

○助成対象事業
■ 自然保護・環境対策…コミセンや公園などの公共スペースの美化運動、花いっぱい運動、地域固有の希少動植物の保

全活動など

■子育て支援…学童保育所の支援など　■安心・安全のまちづくり…防災ハザードマップや地域安全マップなどの作成、

子どもの安全パトロールなど　■文化振興…伝統芸能以外の文化活動支援、寺社などの地域の歴史的建造物の活用など

○助成対象団体
　地域住民で組織する団体（親睦会や子ども会など）および区長会や連合会など複数自治会で構成されている組織などで、

イベントなどで一時的に設置された組織は除きます。

○対象経費
■講師謝金、旅費など（組織の構成員や参加者に対するものは対象外）　■消耗品費（３万円未満のもの）　■食糧費（会議

茶菓子、飲物代など。懇親会費などは対象外）　■印刷製本費・複写費　■委託料（専門的知識や技術を要する業務を外

部に委託する費用）　■賃借料　■原材料費

○対象外経費
■事務局人件費　■コミュニティ組織の運営に係る経常的な経費（光熱水費など）　■交付決定前に支払をした経費　■

その他、助成事業の趣旨に反するもの

○助成金
　原則３年間実施する事業に対して、１年度目20万円、２年度目10万円、３年度目５万円を上限として助成します。

○応募について
　７月16日㈮までに、基地・財政課で申し込みをしてください。

○その他
　村で選定できるのは10団体までです。応募数が10団体以上になった場合には、事業内容を審査のうえ、抽選とさせて

いただきます。また、市町村振興協会の予算および県内の申込状況などの関係から、全団体が採択されない場合もあり

ます。なお、事業が採択された場合には、あらためて村に対し補助金交付申請書などの書類の提出が必要となります。

▶お問い合わせは、基地・財政課（☎54-2211　内線241）へ

　村では、現在、工事が行われている高崎渋川線バイパスの、

天神川と八幡川に架かるそれぞれの橋の名前を募集します。

■募集期間…６月30日㈬まで

■ 応募方法…所定の応募用紙により応募してください（郵送ま

たは直接）。応募用紙は、建設課で受け取るか、村ホームペー

ジ（http://www.vill.shinto.gunma.jp）からダウンロードし

てください。

■ その他…結果は、広報しんとうおよび村ホームページでお

知らせします。

▶お問い合わせは、建設課（☎54-2211　内線231）へ

天神川に架かる橋 八幡川に架かる橋


